
コロナ感染予防　仮設ハウスの取り扱い作業手順
・コロナ感染予防　仮設ハウスの取り扱い 改定日　2021.4.14

・編成表の確認 ・編成表の作成時に無資格者が偏らないような編成であるか確認を行う。
・作業打ち合わせ（ＫＹ活動）各基地に体制と予報の確認 ・リスクアセスメントによる危険予知訓練の実施
・体温測定 ・各自体調管理を行う

・体調がすぐれない場合は、無理をせず出勤をしないようにすること。
・アルコールチェックを全員に実施 ・飲酒運転が絶対にないよう作業を行う
・作業前の打合せを行う ・無資格者は作業を行ってはならない。

･燃料は体制構築時、保管場所より各ハウスへ持って行き、体制終了時は保管場所の各基地へ持ち帰る
･連絡車での燃料持ち運びの際は車内禁煙とする

･ハウスの設置箇所の確認(別紙資料) ･点検を行い、異常があった場合は速やかに「雪氷本部もしくは保全2課」の担当者へ報告を行い修理を行う。
･消化器の確認を行うこと。

･ハウスのカギの所在(別紙資料) ･カギの保管場所を各基地にて決めておき、紛失のないよう注意すること。
･発電機による電源供給のため発電機のエンジン始動 ･燃料の確認(軽油)

･野外に消化器を設置しているので所在を確認しておくこと。
･点検を行い、異常があった場合は速やかに「雪氷本部もしくは保全2課」の担当者へ報告を行い修理を行う。
･本部連絡員および保全2課担当者は故障などの際の連絡体制を把握しておくこと。

･仮設トイレ ･乾電池によるセンサー型の照明となっているので点灯しない場合は電池の確認を行う。(乾電池：単2　予備を各基地へ配布しておく)
･エアコンも使用可能
･換気を行うこと  
・仮設トイレを設置しているが、コロナ対策のためできるだけ水洗トイレの使用とするため料金所のトイレを使用する(山本を除く)
･ハウス内は禁煙

･発電機使用後は必ず燃料補給を行うこと ･発電機の燃料補給は青の携行缶にて行う
･GS補給方法および保管場所にあっては別紙資料

･ストーブの灯油補給 ･赤のポリタンクを使用
･燃料タンクの転倒防止および流出などに注意すること

･消化器の確認
･火災に注意
･消化器の確認
･二種類の燃料注油ポンプ(しゅぽしゅぽ)があるので(軽油用・灯油用)区別して使用すること
･連続で体制をとる場合は、給油班の調整を編成にて行う

・使用後のアルコール除菌を行う ・アルコールを使用するため火気には十分注意して作業する。
・ストーブを止めて窓を開け換気をしながら除菌を行う
・止めたばかりのストーブは熱を発していいるため、除菌の際は一度外へ出して作業を行う
・消化器の確認を行う

注意事項
安全器具・保護具確認

・使用前点検の実施 作業編成(標準） 一棟人員 消化器
・燃料などの近くでの喫煙および火気注意 作業員 4名
･使用後のアルコール除菌(ストーブなどの火気には注意する)
･ハウス内禁煙
･ゴミは持ち帰ること
・1人作業の禁止

内　容 留　意　事　項

準備工

ハウス使用

燃料補給

アルコール除菌

資機材


